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附則（平成３１年２月２５日予防課通知第３０‐６号） 

この指針は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

この指針は、この指針の施行日以降に新たに設置され、又は変更される部分について適用す

る。 

   附則（令和２年２月２５日置広組消本発第280‐68号） 

 この指針は、令和２年４月１日から施行する。 

   附則（令和３年３月１５日置広組消本発第 280‐85号） 

この指針は、令和３年４月１日から施行する。 

   附則（令和４年３月１６日置広組消本発第 280‐55号） 

この指針は、令和４年４月１日から施行する。 

   附則（令和５年３月１日置広組消本発第 280‐47号） 

 この指針は、令和５年４月１日から施行する。 

   附則（令和６年２月１６日置広組消本発第 280-43号） 

 この指針は、令和６年４月１日から施行する。 


